
厚生労働省健康局健康課からの事務連絡（令和２年１月８日付け）により、風

しんの追加的対策に係る令和元年度に発行されたクーポン券の有効期限が１

年間延長されることとなりました。有効期限が令和２年３月31日のクーポン券を、

令和２年度においても使用し、抗体検査・予防接種等を実施していただくことが

可能となりました。

※ 請求時、クーポン券の有効期限の訂正は必要ありません。

風しんの追加的対策に係る令和２年度の対応について

【有効期限について】

【予防接種等の価格について】

『抗体検査（券種１）』

令和元年度から変更はありません。

『予防接種予診のみ（券種２）』及び『予防接種（券種３）』

市町村によっては、金額を変更している場合があります。厚生労働省等ホー

ムページにおいてご確認いただきますようお願いします。

※ 令和２年４月１日以降に実施した、予防接種予診のみ、予防接種を国保連合

会へ請求される際は、必ずクーポン券の旧金額に取り消し線を引き、余白に

改定後の金額を記載し、ご請求いただきますようお願いします。

なお、改定後の金額が記載されていない場合は、印刷済みの券面額によ

り支払われることになりますので、ご注意ください。

１ クーポンの有効期限等について
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N月10日 N+1月10日

N+1月31日 N+1月22日

N+1月31日まで

N+2月10日 N+3月10日

N+3月22日N+3月31日

⑨に合わせて送付

受診
票等

①受診票等の請求
1,000円 × 10件 = 10,000円

②受診票等の請求
1,000円 × 10件 = 10,000円

③連合会への支払
1,000円 × 10件 = 10,000円

④医療機関等へ支払
1,000円 × 10件 = 10,000円

⑤受診票等を確認し、調整を依頼（※）
－1件－1,000円とすることを通知

⑥受診票等の請求
1,000円 × 5件 = 5,000円

⑦受診票等の請求（調整金額を含む）
5,000円 – 1,000円 = 4,000円

⑧連合会への支払（調整金額含む）
5,000円 – 1,000円 = 4,000円

⑨医療機関等へ支払（調整金額含む）
5,000円 – 1,000円 = 4,000円

⑪調整結果を医療機関等へ通知
調整
結果
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過誤返戻の流れ

２ 受診票等の過誤について

市区町村にて受診票等を確認した結果、請求誤りであると判断された受診票等

について、令和２年５月から市区町村から過誤の取扱いが開始されます。

＜過誤返戻の流れ（イメージ図参照）＞

① 事前に市区町村から医療機関等へ過誤事由等を連絡

② 了解済みの受診票等を返戻

③ 受診票等を訂正のうえ、国保連合会へ再請求

＜過誤請求の例＞

・ 抗体検査について、価格区分を誤って請求した場合

・ 風しん単独ワクチンを接種した場合

・ ワクチンを接種したが、予診クーポンで請求された場合

・ 抗体検査結果の説明に対して、予診クーポンが使用された場合

・ 抗体検査を実施していないのに、抗体検査費用が請求された場合



過誤調整額があれば、支払額内訳
書の調整の件数、金額の集計が、表
示されます。

過誤調整額があれば、
明細が表示されます。

３ 帳票の変更について

過誤返戻の開始に伴い、既存帳票の変更及び新たに調整結果通知書を送付します。

過誤調整額があれば、
明細が表示されます。

新規帳票

既存帳票



【お問い合わせ】
大阪府国民健康保険団体連合会
制度に関すること：
管理部業務管理課 電話 06-6949-5336

請求に関すること：
業務部業務第４課 電話 06-6949-5326

クーポンに関することは、請求先市町村へお問い合わせをお願いし
ます。


